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第１回歴史的建造物の保存等検討会議事次第

日 時：平成２４年９月１８日（火）
１４：３０～１６：００

場 所：専用第２３会議室（19Ｆ）

１．開 会

２．健康局長挨拶

３．構成員紹介

４．議 事

（１）座長の選出について

（２）これまでの経緯について

（３）今後の進め方について

（４）その他

５．閉 会

【配付資料】
資料１ 「歴史的建造物の保存等検討会」開催要項
資料２ 歴史的建造物の保存等に関するこれまでの経緯等
資料３ ハンセン病問題対策協議会における確認事項
資料４ 歴史的建造物調査結果（一覧）
資料５ 今後の進め方（案）



資料１

歴史的建造物の保存等検討会開催要項

１．趣 旨

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第１８条等を踏まえ、ハンセン病及びハン

セン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発等に資するため、歴史的建造物の保存

等に関する基本的な考え方などの検討等を行う「歴史的建造物の保存等検討会」を開催

する。

２．検討会の構成員

（１）検討会は、入所者代表、原告団代表、施設長代表、自治会代表、弁護団連絡会、学

識経験者等から構成するものとし、健康局長が委嘱する。

（２）座長は、健康局長が指名する。

（３）座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

（４）構成員の任期は、２年とする。

（５）座長は、検討に必要があると認めるときは、構成員以外の自治会長その他必要な者

を参考人として出席を求めることができる。

３．検討内容

（１）歴史的建造物の保存等に関する基本的な考え方について

（２）歴史的建造物等の諸調査の実施について

（３）歴史的建造物等の保存、活用等に必要な基本的な計画について

（４）その他

４．ワーキンググループの設置

（１）健康局長は、歴史的建造物の保存等に関する具体的な検討を行わせるため、必要に

応じワーキンググループを置くことができる。

（２）ワーキンググループは、検討会構成員、自治会代表、療養所代表、その他関係者か

ら構成するものとし、健康局長が委嘱する。

（３）ワーキンググループの構成員の任期は、２年とする。

５．その他

（１）本検討会の庶務は、健康局疾病対策課において行う。

（２）本検討会は公開とする。ただし、座長は、公開することにより公平かつ中立な検討

に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときその他正当な理由があると認め

るときは、会議を非公開とすることができる。

（３）この要項に定めるもののほか、検討会の開催に必要な事項は、座長が厚生労働省健

康局長と協議のうえ、これを定める。



平成24年9月18日現在

「歴史的建造物の保存等検討会」構成員名簿

（ ）鮎 京 眞知子 弁護士 ハンセン病違憲国賠訴訟全国弁護団連絡会

金 平 輝 子 元ハンセン病問題に関する検証会議座長

金 城 雅 春 沖縄愛楽園自治会長

黒 尾 和 久 国立ハンセン病資料館学芸課長

神 美知宏 全国ハンセン病療養所入所者協議会長

谺 雄 二 ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協議会長

島 田 馨 総務省人事・恩給局顧問医

藤 岡 洋 保 東京工業大学大学院教授

細 田 進 人権擁護委員

増 田 利 之 埼玉県加須市三俣小学校長

山 内 和 雄 国立療養所沖縄愛楽園長

五十音順



歴史的建造物の保存等に関するこれまでの経緯等

厚生労働省健康局疾病対策課

資料２



検討会設置までの経緯等

○ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第１８条やハンセン病問題対策協議会における確認事項を踏まえ、
平成２０年１２月に「歴史的建造物等保存検討作業部会」を設置し、歴史的建造物等の調査、保存・活用等に必要
な基本計画の検討等を行うこととした。
※歴史的建造物等保存検討作業部会・・・「ハンセン病資料館等企画運営委員会（健康局長招集の検討会）」の下に設置。
これまで４回開催。 構成員は４名。

○ ハンセン病問題対策協議会における確認事項において、歴史的建造物の保存等については、重監房を最優先
課題として取り組むことが確認されたこと等を踏まえ、作業部会の下に「重監房再現」ワーキンググループを設置。
これまで１０回開催し、本年５月７日の第１０回ＷＧにおいて、「重監房再現に関する基本計画書」を取りまとめ。

○ 本年６月２２日のハンセン病問題対策協議会において、統一交渉団から「入所者が不在となった後も、納骨堂の
ほかに資料室、旧監禁室、旧火葬場をはじめとする療養所諸施設の永続化」について要望。

【平成２４年度ハンセン病問題対策協議会における回答（６／２２）】

○ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第１８条等を踏まえ、ハンセン病及びハンセン病対
策の歴史に関する正しい知識の普及啓発等に資するため、歴史的建造物等の保存等に関する
基本的な考え方などの検討等を行うための新たな検討会を設置。

１



ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（抜すい）

第１８条 国は、ハンセン病患者であった者等の名誉の回復を図るため、国立のハンセン病
資料館の設置、歴史的建造物の保存等ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正し
い知識の普及啓発その他必要な措置を講ずるとともに、死没者に対する追悼の意を表するた
め、国立ハンセン病療養所等において収蔵している死没者の焼骨に係る改葬費の遺族への
支給その他必要な措置を講ずるものとする。

○ハンセン病療養所入所者の状況（平成２４年５月１日現在）

入所者数 国立 ２，１３４名 （２，２７５名）
私立 １０名 （ １４名）
計 ２，１４４名 （２，２８９名）

平均年齢 国立 ８２．１歳 （８１．６歳）

２



３

〔 検討会等の見直し 〕

ハンセン病資料館等運営
企画検討会

（健康局長招集の検討会）
構成員 １２名

歴史的建造物等保存検討
作業部会

構成員 ４名

「重監房再現」ワーキン
ググループ

検討会の下に作業部会を設置

具体的な検討を行うＷＧを設置

ハンセン病資料館等運営
企画検討会

（健康局長招集の検討会）
構成員 １２名

歴史的建造物の保存等
検討会

（健康局長招集の検討会）
構成員 １１名

「重監房再現」
ＷＧ

「○○」ＷＧ

・
・
・

既存の作業部会に設置した「重監房再現」ワーキング
グループは、新たに設置する検討会の下に移行

これまでの検討体制（参考）

作業部会は廃止

今後の検討体制



○ ハンセン病資料館等運営企画検討会

・健康局長の私的検討会
・設置 平成19年11月
・検討内容
資料館の事業内容
資料館の運営のあり方 等

・開催状況
現在まで８回開催

・構成員 （50音順 ◎座長）
鮎 京 弁護士
神 全療協会長
谺 全原協会長
佐 川 ハンセン病資料館運営委員

◎島 田 総務省人事・恩給局顧問医
鈴 木 青山学院大学教授
半 田 たばこと塩の博物館学芸部長
日比野 ジャーナリスト
増 田 埼玉県加須市立三俣小学校長
山 内 国立療養所沖縄愛楽園長
山 口 （財）笹川記念保健協力財団常務理事
横 田 （財）人権教育啓発推進センター理事長

（参考 ： これまでの歴史的検討物等の検討体制 ）

○ 歴史的建造物等保存作業部会
・ハンセン病資料館等運営企画検討会（健康局長の私的検討会）の下に設置
・設置 平成20年12月
・検討内容
歴史的建造物等の諸調査の実施・評価
歴史的建造物等の保存・活用等に必要な基本計画
保存工事、維持管理等の推進に関する支援策 等

・開催状況
現在まで４回開催
平成２１～２２年度において、各療養所の調査を実施（鮎京弁護士、藤岡教授、厚労省）
重監房再現・展示施設の基本計画の検討を最優先課題とし、作業部会の下に設置した「重監房再現」に関するWGを精力的に
開催。

・構成員（◎作業部会長）
◎島 田 総務省人事・恩給局顧問医
鮎 京 弁護士
藤 岡 東工大大学院教授
成 田 ハンセン病資料館長

４



○ 「重監房再現」ワーキンググループ

・歴史的建造物等保存検討作業部会の下に設置
・設置 平成21年10月
・検討内容
重監房再現のための諸調査の実施
重監房再現のための基本計画について

・開催状況
現在まで１０回開催
平成24年5月7日の第１０回ＷＧにおいて、重監房再現に関する基本計画書をとりまとめ

・構成員
藤田栗生楽泉園自治会 会長
谺 栗生楽泉園自治会 副会長
鮎 京 弁護士
藤 岡 東工大大学院教授
栗生楽泉園、群馬県、草津町、厚労省

５



新たな検討体制

〔 歴史的建造物の保存等検討会 〕

○ 趣旨
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第１８条等を踏まえ、ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関す
る正しい知識の普及啓発等に資するため、歴史的建造物の保存等に関する基本的な考え方などの検討等を行う
「歴史的建造物の保存等検討会」を開催する。

○ 検討会の構成員
・ 検討会は、入所者代表、原告団代表、施設長代表、自治会代表、弁護団連絡会、学識経験者等から構成する。
・ 座長は、健康局長が指名する。
・ 任期は２年間とする。
・ 座長は、構成員以外の自治会長その他必要な者を参考人として出席を求めることができる。

○ 検討内容
・ 歴史的建造物の保存等に関する基本的な考え方について
・ 歴史的建造物等の諸調査の実施について
・ 歴史的建造物等の保存、活用等に必要な基本的な計画について
・ その他

○ ワーキンググループの設置
・ 必要に応じてワーキンググループを設置する。

６



〔ハンセン病問題対策協議会における確認事項〕

平成１９年度確認事項 歴史的建物・資料の保存復元等については、重監房を最優先課題として取り上げ、平成２０年度を
目処に調査検討する場を設ける。

平成２０年度確認事項 重監房復元、重監房跡地及び各療養所の歴史的建物・資料の保存については、国の責任で行うこ
ととし、具体的な実現の方法について検討する場を設ける。

平成２１年度確認事項 ・重監房については、今年度中に再現（復元）内容について基本計画策定に着手し、来年度の再現
（復元）着手に向け、必要な予算の確保に努める。
・各園の歴史的建造物・資料については、保存・復元にとどまらず、有効活用していくことも国の責務
であることを確認する。

平成２２年度確認事項 ・重監房再現・展示施設については、維持管理啓発のあり方も含めて、ワーキンググループの意見
を反映するものとし、平成２４年の建築着工を目指し、基本計画及び設計に必要な費用を平成２３
年度予算で確保に努める。
・全国の各療養所にある史跡・歴史的建造物・資料に関する訪問調査を本年中に終了するために、
必要経費と日程を確保する。
・各園の史跡等の保存については、引き続き検討作業部会で関係者からの意見を踏まえつつ検討
する。
・各園の史跡・歴史的建造物・資料の修復保存に必要な経費は国が確保する。

平成２３年度確認事項 ・歴史的建造物等保存事業（以下、本事業という）の目的は、ハンセン病隔離政策の歴史・実態を後
世に伝える建造物・史跡等を保存・復元することによって、ハンセン病及びハンセン病対策の歴史
に関する普及啓発を実施し、ハンセン病患者の名誉回復を図ることにある点を確認した。
・作業部会で各療養所を訪問して調査を行った対象物については、前項の目的に鑑み、歴史的価値
がなくあるいは乏しいものであっても、ハンセン病政策の歴史・実態を伝える建造物・史跡等であれ
ば本事業の対象とし、それぞれの保存・復元の可能性について、作業部会で検討・評価する。
・重監房再現展示施設の内容及び跡地の保存方法については、「重監房」ワーキンググループにお
ける合意を得て策定される基本計画を尊重する。
・全国全てのハンセン病療養所にある納骨堂については、入所者をはじめらい予防法による被害者
の意志を十分に尊重し、遺骨について故郷にお返しする努力を最大限行いつつ、永久に国が責任
を持って管理する。 ７
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資料４

歴史的建造物調査結果（一覧）

（平成２１～２２年度 訪問調査）

歴史的建造物等保存検討作業部会
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歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考

土塁 【用途】土塁
【概要】
・土塁は現在園の西側・北側に残っている。
（以下、入所者の証言による）
・かつては園の外側に空堀があり、園内よりも園
外側が一段低くなっていた。園外から見た土塁の
高さは約２メートルほどだった。
（現在は空堀部分も埋まってしまい、土塁も崩れ
ており、高さ２メートルといわれた往時の面影は
ない。）
・昭和２７年入所当時は土塁に接する園外はりん
ご畑だった。
・土塁の上には、アカシア・ハマナスが密生してい
て、鉄条網のかわりになっていた。
・土塁には板塀等は付属していなかった。
・現在は、土塁の土がほとんど流れてしまってお
り、かつて園外から見て２メートルあったと言われ
る面影はない。

旧火葬場 【用途】火葬場
【履歴】
・３代目の火葬場跡。建物は現存せず、慰霊塔が
建てられている。
【慰霊の塔碑文より】
・１代目火葬場：明治４２（１９０９）年１１月、現夫
婦不自由者棟南側窪地に建造
・２代目火葬場：昭和２１（１９４６）年改築
・３代目火葬場：昭和２９（１９５４）年３月現在の場
所に移築
・昭和３８（１９６３）年１２月まで使用
・廃止以降は、青森市営の火葬場を利用してい
る。

カトリック教会 【用途】教会
【建設年】
【構造形式】木造平屋付属屋付き
【履歴】

・単廊バシリカ式の簡便な教会だが、十字をかた
どったステンドグラスなど、品のいいデザインでま
とめられている。
・付属屋の廊下側の3つ割りの窓中央部だけを磨
りガラスにしたあたりにも同様の配慮が見受けら
れる。

地蔵 【用途】地蔵
【構造形式】地蔵：石造、上屋：木造
【概要】
　（以下入所者への聞き取りによる）
・園内で無くなった子どもを弔うために、園内有志
が建立したもの

2010/10/6松丘保養園
評　　　価

・土塁、旧火葬場跡、地蔵とも、現状では建造物
とはいいがたく、また当初の施設が残っていない
ので（土塁は崩れた状態で残っている）、現時点
では建築史的価値は認めにくい。それらは園の
歴史を伝える史跡として見るべきだろう。
・前回調査での評価に特に付け加える点はな
い。



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

新田小・中学校　葉の
木沢分校

 【用途】　学校（小中学校）
 【建設年】　昭和２８（１９５３）年
 【構造形式】　木造
 【構造形式】　地上１階
 【履歴】
・新田小・中学校葉ノ木沢分校、昭和２６（１９５１）年６
月４日に開校式、昭和４０（１９６５）年３月２５日閉校
式。
・葉ノ木沢分校の前には、学校教育法に基づく学校で
はなかったが、新生学園があり、学齢期児童の教育
にあたっていた（昭和１４（１９３９）年４月１日創立、昭
和２６（１９５１）年６月３日閉校）。
（以下『忘れられた地の群像－東北新生園入園者自
治会４０年史－』より）
・「仮校舎は４坪の小さな部屋一つで、生徒は年度途
中の転入生を含め１２名で黒板とチョーク以外は、何
一つない殺風景のもとでのスタートであった。」「少年
寮は寄贈金で材料を購入し、患者の奉仕作業による
もので６月２７日に開設された、また、少女寮は一般
独身寮（恩賜寮）を転用したものである。（それまでは
大人の寮舎に分散して生活していた）小さい校舎での
授業は２年間で、２８年７月１８日には父兄達の協力
で真新しい校舎（４３．２坪）へ移転した。８月には東
北新生園教育振興委員会が発足し、昭和３０年には
小さいながらも屋内体育館が完成して卓球、跳び箱
等で、雨天でも大いに活用できた。」
・閉校後は倉庫として使われていたが、復元し、その
当時の椅子、机なども再現され、平成１８年６月２６日
より「しんせい資料館」として活用されている。
【構成材料】
・屋根：スレート葺
・外壁：モルタル、下見板張り
・基礎：コンクリート打

・葉の木沢分校(木造平家、昭和１４（１９３９）年)
は、小規模なものだが、平面の幅を教室によって
変え、それに応じて建物壁面や棟高をずらしてい
るあたりに、デザイン的配慮が感じられる。他の
療養所の現存類似施設よりも比較的当初の状態
をとどめていると見られるので、療養所のかつて
の姿を示す建物の一例として建築史的価値が認
められ、保存する意味はあると思われる。
・なお、平成１８年に原形をとどめつつ改修が行
われ、資料館として活用されている。

第一火葬場跡 【用途】火葬場
【履歴】
・昭和１５（１９４０）年８月１０日設置、昭和３０（１９
５５）年３月３１日廃止

第二火葬場跡 【用途】火葬場
【履歴】
・昭和３０（１９５５）年４月１日設置、昭和４３年（１
９６８）年１０月８日廃止。
・平成７（１９９５）年３月に解体。建物は現存せ
ず、碑が残るのみ。
・残骨置き場は本建物左側にあった。
【構造材料（平成７（１９９５）年解体当時）】
・屋根：瓦葺
・外壁：腰壁のみ
・釜：レンガ

・現時点では建築史的価値は認めにくい。園の
歴史を伝える史跡として見るべきだろう。
・前回調査での評価に特に付け加える点はな
い。

東北新生園 2010/7/9



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

旧本館 【用途】事務所
【建設年】昭和６（１９３１）年１１月
【増改築年】昭和２６（１９５１）年１０月造築
【構造形式】木造
【規模】地上１階
【面積】建築面積・延床面積：３９平方メートル
【履歴】
・昭和６（１９３１）年１１月、本館として建築された
後、少年舎などに使用された。
【構成材料】
・昭和３３（１９５８）年４月１日作成の財産台帳よ
り
　　　　　屋根：スレート瓦葺
・現在　外壁：下見板張り
　　　　　屋根：トタン葺

・旧本館（木造平家、昭和６（１９３１）年頃）は、当
初の姿をどの程度とどめているのかよくわからず
（かなり改変されているように見受けられる）、現
状では建築史的価値を見出しにくい。
・前回調査での評価に特に付け加える点はな
い。

栗生楽泉園 2009/4/24 ・青年会館（木造平家、昭和６（１９３１）年頃）は、
日本の近代、特に大正時代にしばしば用いられ
たハーフティンバー様式の建物で、外観は当初
の状態をよくとどめている。内部は、改修によっ
て照明も含め当初の状態があまりうかがえなく
なっているが、全体として建設当時の雰囲気を伝
える建物として建築史的価値が認められ、保存
する意味はあると思われる。
・全国のハンセン病療養所に残る建物の中でも、
デザインの点で、また内務省の松崎留吉が担当
したことを示す図面が残っている点で、注目すべ
きものである。

青年会館 【用途】娯楽場
【建設年】昭和７（１９３２）年１１月
【構造形式】木造
【規模】地上１階
【面積】建築面積・延床面積：１５０平方メートル
【履歴】
・栗生楽泉園開園当初建設され、昭和１４（１９３
９）年に会館が建設されるまで娯楽場として使用
された。その後、看護学校、青年会館として使用
された。
　（以下『湯けむりの園　栗生盲人会五十年史』よ
り）
「この青年会館は、楽泉園が自由療養所の呼び
声の元に設立されたと時、患者達は完備された
娯楽室で一日楽しむ事が出来るなどと、新聞で
宣伝された建物であった。ところが、この建物は
治療棟、不自由舎など、園の中心部からは遠く
離れた下地区にあった。会館も昭和１４年に園の
中心部に大きなものが新築され、この娯楽所は
空き家になり、患者学校に一時使用した後、青年
会館になっていたが、普段は空き家同然であっ
た。建物は大変立派な物であった。その北側に
別棟で張り出し、ベランダ付きの一室を展示図書
室にもらったものである。」
（以下、入所者からの聞き取りによる）
・建設の際、六合村出身の人が親方をつとめて
いた。
・現在は資料室として使用されている。
【構成材料】
・屋根：スレート瓦葺
・外壁：モルタル、一部下見板張り



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

重監房（特別病室） 【用途】監房
【建設年】昭和１３（１９３８）年
【規模】地上１階
【面積】建築面積・延床面積：３２．７５坪
【履歴】
・（『風雪の紋－栗生楽泉園患者５０年史－』より）
　１９３８（昭和１３年）１２月２４日　重監房「特別
病室」設置。
・懲戒検束権に基づき、全国の療養所より園内
の規律を乱した患者を収容。
・昭和２３（１９４８）年廃止。

・重監房跡（昭和１８（１９３８）年）は、当初高さ約
４mのモルタル塗壁で囲われていたらしいが、現
在は建物を含め、基礎部分しか残っていない。し
たがってそれ自体には建築史的価値は見出しに
くい。
・しかしながら、栗生楽泉園内に重監房（特別病
室）が設置され、「草津送り」として恐れられてき
た同施設は、ハンセン病の隔離政策の歴史を象
徴する施設の一つであり、国の普及啓発事業の
一環としてハンセン病及びハンセン病対策の歴
史を伝える場とするため、遺跡として維持・保存
等を検討することには意味があると考えられる。
ちなみに、基礎には中央部東西方向に亀裂が認
められ、敷地の半分が崖側にずれている恐れが
あるので、地盤の調査が必要。

最上舎 【用途】寮舎（住宅）
【建設年】昭和１５（１９４０）年１０月
【構造形式】木造
【規模】地上１階
【面積】地上１階
【面積】建築面積・延床面積：４０平方メートル
【履歴（財産台帳より）】
・昭和１５（１９３１）年１０月竣工、同１６年1月癩予
防協会より寄付。
【構成材料’財産台帳より）】
・屋根・亜鉛鍍平鉄板葺

・自由地区住宅（最上舎を含む。木造平屋）は建
設年代や当初の姿を確認できないので、建築史
的価値を判断できない。ただし、資料などによっ
て往時の姿を確認した上で復元できるならば、こ
の療養所の歴史を伝える存在として意味がある
遺構と考えられる。
・前回調査での評価に特に付け加える点はな
い。



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

旧図書館 【用途】図書館
　　　　　※現在は理容院及び美容院として使用
【建設年】
・財産台帳記載：昭和１２（１９３７）年１月
・創立５０周年記念誌記載：昭和１１（１９３６）年竣
工
・（下記『創立５０周年記念誌』より）
　「昭和１１年２月３日（前略）～上野旧帝室博物
館事務所外４５０坪の下付書を拝受し、２月１０日
よりその取り壊し運搬作業に着手した。１２月１５
日　全生図書館開館式挙行」
【構造形式】木造
【規模】地上１階
【面積】建築面積・延床面積：１５０．４１平方メート
ル
【構成材料】
・ 昭和３３（１９５８）年４月１日作成の財産台帳よ
り
　　屋根：瓦葺
・ 現在
　　外壁：下見板張り、漆喰
　　屋根：スレート葺、一部トタン葺

・旧図書室（現在は理容・美容室、木造平家、昭
和１１（１９３６）年）は、上野にあった帝室博物館
事務所３棟（木造瓦葺き平家、２４５坪）、渡り廊
下（木造亜鉛引鉄板葺き平家、１５０．３１２坪）、
付属舎（木造瓦葺き平屋、４５坪）を１９３６年２月
に宮内省から下賜され、７棟の建物としてつくり
かえたもののうちで現存する唯一のものである。
大正時代の雰囲気をただよわせる洋館で、屋根
葺材や内部仕上げが変わっているものの、一部
の室には当初と思われる天井仕上げや腰羽目
板が見られる。外観の特徴から、竣工年が昭和１
１（１９３６）年より前にさかのぼれる可能性があり
（上野での建設年のこと）、大正時代の雰囲気を
感じさせる洋館であることに、建築史的価値が認
められ、保存を考慮すべき建物といえる。

少年少女舎 【用途】寮舎（住宅）
【建設年】昭和２８（１９５３）年３月２５日
【構造形式】木造
【規模】地上１階
【面積】建築面積・延床面積：２９０．９平方メート
ル
【履歴】
（以下入所者への聞き取りによる）
・ 少年少女舎はかつての女子寮「ゆり舎」とのこ
と。もともと男子寮「若竹寮」と女子寮「ゆり舎」と
に別れていたが、若竹寮の入所人数が少なく
なったためこれを取り壊し、女子寮「ゆり舎」を改
築して少年少女舎として設置したとのこと。改築
にあたり、舎の中央部分で仕切り、男女に分け
た。
・ 少年少女舎として使用されなくなった後、廊下
部分を小部屋に区切って畳を敷き、包帯巻き作
業のための場所などとして使用していた。
【構成材料】
・ 財産台帳より　屋根：スレート葺
・　現在　　　　　　外壁：下見板張り・漆喰
　　　　　　　　　　　屋根：スレート葺・トタン葺き（一
部）

・少年少女舎（木造平家、昭和２８（１９５３）年）
は、当初は少女舎として建てられたもので、のち
に少年舎としての機能を持たせるために、中央に
間仕切が入れられている。かつての状況を伝え
ると考えられる平面図によれば、廊下部分は板
敷きだったようだが、現在は畳敷きになっており、
それに関連して廊下・部屋境の敷居が上げられ
ている（当初のものの上に新たに敷居が載せら
れている）。以上のような改変があり、保存状態
はよくないものの、平面計画が機能を反映するも
のになっている点や、相称（他の療養所建物にも
見られた特徴）でつくられている点に、デザイン的
配慮が感じられる。その点に建築史価値を認め
ることができる。
・しかし、前回調査時よりも建物の傷みがひどく
なっており、建築史的価値がはたして維持できる
状態といえるかについて、かなりむずかしい状態
になっているのが懸念される。

多磨全生園 2010/2/18



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

旧山吹舎 【用途】寮舎（住宅）
【建設年】昭和３（１９２８）年１０月
【増改築年】修復　平成１５（２００３）年８月竣工
【構造形式】木造
【規模】地上１階
【面積】建築面積・延床面積：１４５．４５平方メート
ル
【使用状況】
（以下入所者への聞き取りによる）
・１２畳半の部屋に８人が住んでいた。
【構成材料】
・ 財産台帳より　屋根：スレート葺
現在　　　　　外壁：下見板張り・漆喰
　　　　　　　屋根：スレート葺・トタン葺き（一部）

・旧山吹寮（木造平家、昭和３（１９２８）年）は、宿
舎だった建物で、当初材を残しながら復元した点
に建築史的価値があると考えられる。往時の姿
をうかがわせる建物として保存の意義が認めら
れる。
・前回調査での評価に特に付け加える点はな
い。

築山（望郷の丘） 【用途】築山
【建設年】大正１４（１９２５）年
【履歴】
・大正１１（１９２２）年に購入した土地の整地に
よって出た木の根を集め、逃亡防止用に掘られ
た堀の残土を積み上げ、患者達の手によってつく
られたもの。

・築山は「建築」ではないので、建築史的価値は
認めにくい。史跡として見るべきであろう。
・前回調査での評価に特に付け加える点はな
い。



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

旧守衛所 【用途】旧守衛所
　　　　　※現在は運転手控室として使用
【建設年】昭和１９（１９４４）年３月
【増改築年】昭和５６年３月
【構造形式】木造
【規模】地上１階
【面積】建築面積・延床面積：１９．８３平方メート
ル
【構成材料】
・ 昭和３４（（１９５９）年４月１日作成の財産台帳
より
　　基礎：布コンクリート
　　外壁：下見板張り
　　屋根：コンクリート葺
・現在は、外壁：トタン、下見板張り（一部）、屋
根：トタン

・旧守衛室（木造平家、昭和１９（１９４４）年）は外
装・内部とも改造が施され（一部に増築も見受け
られる）、当初の姿をうかがうのがむずかしく、建
築史的価値を判定する手がかりが得られない。
・本療養所は傷痍軍人療養所として設置された
経緯があり、当該施設は開設前（第１号患者昭
和２０年６月）から存在していたという点で園の歴
史を伝える史跡と言える可能性はある。

綿打ち工場 【用途】綿打ち工場
【建設年】昭和３２（１９５７）年１０月２１日
【構造形式】木造
【規模】地上１階
【面積】建築面積・延床面積：６９．３平方メートル
【履歴】
・入所者による建築
・（駿河会編『入所者３０年の歩み』（昭和50年）よ
り）
　　昭和３２年１０月２１日　綿打工場完成　綿工
部新設する　建坪２１平米綿の打ち直しは外部に
発注していたが、予算の不足を補うため、綿打工
場を自治会請負（２１，２４０円）で建築する。綿工
部定員４名、日額２８円を新設し、綿の打直し、寝
具製作にあたる。
・綿打ち工場として平成8（１９９６）年頃まで使用
【構成材料（現在）】
　　外壁：押縁下見板張り、コンクリート（一部）
　　屋根：セメント瓦葺、トタン（一部）

・綿打ち工場（木造平家、昭和３２（１９５７）年）
は、作業場と、畳敷きの部屋との2つの部分から
なる。当時としては一般的な木造建築で、戦後の
建物であることをあわせ考えると、現時点では建
築史的価値を見出しにくい。
・評価としては、前回評価時から特に変更はない
が、自治会から、入所者作業により建てた施設で
あり、入所者の思いが残る建物である旨のコメン
トを得ている。

駿河療養所 2010/11/18



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

木工所 【用途】木工所
【建設年】昭和２７年（１９５２）年３月３１日
【構造形式】木造
【規模】地上１階
【面積】建築面積・延床面積：７９．３３平方メート
ル
【履歴】
・ 木工所として昭和６０（１９８５）年頃まで使用
【構成材料】
・ 昭和３４（１９５９）年４月１日作成の財産台帳よ
り
　　屋根：セメント瓦葺
・ 現在
　　外壁：押縁下見板張り
　　屋根：セメント瓦葺

・木工所（木造平家、昭和２７（１９５２）年）は、中
での作業の必要上からか、平家にしては高さの
高い建物である。傷みがひどく（棟が曲がってい
るなど、構造的にも危険な状態にある）、建築史
的価値を問題にできる状態にはない。いつ倒壊
してもおかしくない状況にある。
・前回調査での評価に特に付け加える点はな
い。ただ、自治会から、入所者作業により建てた
施設であり、入所者の思いが残る建物である旨
のコメントを得ている。

四阿 ・２００５年の台風で崩壊。２００６年の施設営繕で
再建。

・現存する建物は、２００６年に建て直されたもの
であり、評価の対象外と考えられる。



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

羽衣寮 【用途】寮舎（住宅）
【構造形式】木造
【規模】地上１階
【面積】建築面積・延床面積　９２．９７メートル
【履歴】
・昭和３８（１９６３）年２月２８日に富士寮とともに
現在地に移築（第２センター建設のため）。入所
者の寮舎（住宅）として昭和５６（１９８１）年頃まで
使用。７つあった夫婦舎のうちの１つ。
・（国立駿河療養所『開所５０周年記念誌』（平成
７年）より）
　昭和５５（１９８０）年６月１０日　羽衣寮夫婦棟患
者、新棟へ移転完了
【構成材料】
・（昭和３８（１９６３）年３月３１日作成の財産台帳
より）
　屋根：厚型スレート葺
・現在
　外壁：モルタル　屋根：厚型スレート葺

・羽衣寮（木造平家、昭和３８（１９６３）年）は4つ
の住戸をひとつの屋根で覆ったもので、室構成な
ど、宿舎の一般的な類型にしたがってものであ
る。建設年代が比較的新しいことをあわせ考える
と、現時点では建築史的価値を見出しにくい。前
回調査時よりも傷み（特に屋根）がひどくなってい
るのも懸念される。

火葬場 ・１９５７年に建設。一度も使用されず朽ち果てて
おり、煉瓦造りの釜のみ現存。

・療養所の中にあるべき建物として建設された
が、一度も使用されておらず、他の療養所にも存
在するものであることを踏まえれば、その価値を
見い出しにくい。

解剖室 ・１９７８年に二代目として建設された。 ・建設年代が比較的新しいことから、現時点では
建築史的価値を見出しにくい。



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

旧事務本館 【用途】事務所
【建設年】昭和５（１９３０）年５月３０日
【増改築年】
昭和９（１９３４）年１月３０日増築
昭和９（１９３４）年５月２０日増築
昭和１１（１９３６）年１１月３０日増築
昭和１２（１９３７）年２月１５日増築　３６．５０増平
□（判読不能）
昭和１３（１９３８）年１２月２８日増築
昭和２７（１９５２）年９月１５日増築
昭和２８（１９５３）年８月３１日増築
＊増築の内容は不明
【構造形式】鉄筋コンクリート造　及び　木造
【規模】地上２階
【面積】建築面積：３７５．４７平方メートル
　　　　 延床面積：４７６．２０平方メートル
【履歴】
・（『曙の潮流　長島愛生園入園者自治会史』よ
り）
旧事務本館は、１９３０（昭和５）年に、国立療養
所第１号として創立された長島愛生園の創立当
時の建物６５棟の中核として１９３０（昭和５）年５
月３０日竣工した。
当初の建築坪数は、１１４，０７９坪、鉄筋コンク
リート造り２階建てで一部木造平屋建て、工事費
は２９，２５０円１４銭と記録されている。
【構成材料（財産台帳より）】
・外壁：リシン仕上げ
・屋根：厚型スレート葺

・旧事務本館（鉄筋コンクリート造2階建て、昭和
５（１９３０）年）は、外観に当時の建物に特徴的な
要素が見られる。それは、たとえば、上方に拡が
るかたちでつけられたパラペット、２階の窓上部
がアーチ形になっていることで、大正末期から昭
和初期にかけて日本でも流行した、表現主義と
いわれる様式に属するものである。外壁のリシン
仕上げもこの頃よく用いられたものである。残念
ながら、内部は改変され、当初の姿はほとんど失
われている。　　　　　　　　　　　　　　　　　以上か
ら、外観に大正末期から昭和初期の特徴がよく
示されている点に建築史的価値が認められる。

回春寮 【用途】収容所
【建設年】昭和５（１９３０）年５月３０日
【構造形式】鉄筋コンクリート造　及び　木造
【規模】地上１階
【面積】建築面積・延床面積：２０６．０４平方メート
ル
【履歴】
・回春寮も事務本館と同じく開園当初に建てられ
た建物の一つ。
・回春寮前の収容桟橋に降り立った患者たちを
一時収容するための建物で、検診や病歴の確認
等を行い、年齢、症状等に応じて各寮へ振り分け
るまで１０日程度留め置いた。昭和３０年代初期
まで行われていた。
・入所の際、回春寮前に敷かれたゴザの上に荷
物を置かせ、園内持ち込みの禁じられている品
（現金、麻薬、カメラ、懐中電灯、凶器、万年筆）
を没収するとともに、所持品をクレゾールで消毒
した。また、患者たちは裸にされ、クレゾール入り
の消毒風呂に入れられた。
【構成材料（財産台帳より）】
・外壁：モルタル塗
・屋根：厚型スレート葺

・回春寮（鉄筋コンクリート造平家、昭和５（１９３
０）年）は、かなり傷んでいるが、当時の建物の雰
囲気をよく残している。それは外観デザインや仕
上げ、サッシュだけではなく、内部のデザインや
漆喰仕上げを含め、ディテールにまで見られる。
木製サッシュも当時のものと思われる。以上の点
に建築史的価値が認められ、補修して保存する
価値がある。

長島愛生園 2009/5/15



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

浴場 【用途】浴場
【建設年】昭和５（１９３０）年
【構造形式】鉄筋コンクリート
【規模】地上１階
【履歴】
（以下入所者への聞き取りによる）
・男子用の浴場として使用。
・蒸気暖房。ボイラーが入っていたが、実際には
節約のため使れなかった。
・燃料のない時代には、園内の風呂をここ１ヶ所
に限定していたこともあった。
【構成材料（財産台帳より）】
・外壁：リシン仕上げ

・浴場（筋コンクリート造平家、昭和５（１
９３０）年）も本館や回春寮と同じ頃につく
られたもので、特に外観には当時の建物らし
さが残っている（隣接する洗濯室についても
同様）。浴場まで鉄筋コンクリート造でつ
くったことに、内務省がこの療養所にかける
内務省（光田健輔）高い意識が示されている
増築など、後の改変がかなり認められるが、
当初の姿を知りうる資料があって復元できる
ならば、保存する価値が認められる。

園長官舎 【用途】官舎（住宅）
【建設年】昭和５（１９３０）年
【構造形式】木造
【規模】地上１階
【面積】建築面積・延床面積：１６３．２７平方メート
ル
【構成材料（現在）】
・外壁：下見板張り・モルタル
・屋根：瓦葺・トタン葺き（一部）

・所長官舎（木造平家、昭和５（１９３０）年）は、光
田健輔が所長時代につくられたもので、玄関脇
に洋風応接間（外観も洋風）があり、それに和風
住宅がつくという、戦前の中流住宅の典型的な
姿を備えた建物である。増築もあるようだが、当
初の姿を資料によって確認できるならば、保存す
る価値は認められる。
・この建物は、光田健輔が住んでいた建物という
点に史跡としての価値も認められる。愛生園の建
物を見ると、ほかの療養所に比べて費用がかけ
られていることがわかる。本館だけではなく、回
春寮、そして浴場までも鉄筋コンクリート造になっ
ている。このようなことはほかの療養所には見ら
れず、内務省が愛生園を療養所のモデルとして
位置づけていたことがうかがえる。その予算獲得
には、内務省の事務官僚に対する光田の強い働
きかけがあった可能性も考えられる。



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

十坪住宅 【用途】寮舎（住宅）
【建設年】昭和７（１９３２）年以降
【構造形式】木造
【規模】地上１階
【履歴】
・十坪住宅運動によって建てられた住宅。愛生園
には１４９棟が建設された。
・十坪住宅は、民間の寄付による建築資金で、患
者作業によって建設したもので、建設後は国に
寄付をした（＝維持費は国がみる）戸建ての寮舎
で、資力のある患者は自ら建築資金を寄付して、
優先的に住むようになった。
・現在、愛生園には第２兵庫、第３兵庫、第４千代
田、梅若寮（梅ヶ香寮？）、母の屋、慈岡寮等の
十坪住宅が残されている。

・十坪住宅が、いくつかが残っている。ただし、そ
の後増築されて、面積はいずれも大きくなってい
るし、外観・内部ともかなり変えられている。資料
などから、内部を含め当初の姿を確認できるなら
ば、十坪住宅発祥の地という意味で、復元する意
味が認められる。ただし、建物の傷みがかなり進
んでいるのが懸念される。
・前回調査での評価に特に付け加える点はな
い。

恩賜記念館 【用途】ホール
【建設年】昭和２０（１９４５）年２月
【構造形式】地上１階、地下1階
【面積】建築面積：２０８．２６平方メートル
　　　　　延床面積：２７４．３８平方メートル
【履歴】
・（『曙の潮流　長島愛生園入園者自治会史』よ
り）
「１９４１（昭和１６）年３月、青少年の育成と国民
学校に準じた教育の施設賭して「恩賜道場」は建
設された。経費は、１９４０（昭和１５）年１０月１３
日、皇太后陛下よりのご貸し金とその他の寄付
金併せて１万４千円を資材費に充てる計画で進
められた。　～（中略）～　ようやく１９４３（昭和１
８）年１２月８日、上棟式を行い、１９４５（昭和２０）
年２月、間口五間、奥行十二間半の恩賜道場が
誕生したのである。
　この工事は設計から幸島ですべて入園者の手
によって行われた。外壁に貼られていたタイルも
園内陶工部の手による愛生焼であり、九条家の
家紋、
“下がり藤”をデザインしたものであった。」
　＊九条家：貞明皇后の御生家
・恩賜道場は当初の目的のために使われること
はなく、昭和２５（１９５０）年からは名称を「恩賜記
念館」に変更し、資料館として使用されてきた。
【構成材料（財産台帳より）】
・屋根：セメント瓦葺
・外壁：モルタル塗

・恩賜記念館（昭和２０（１９４５）年）は、外壁腰壁
に海鼠壁（倉敷に見られるようなもの）風の処理
をした和風建築で、段差のある敷地に建つ。屋根
勾配が棟からまっすぐ降り、軒の方だけに照り
（反り）をつけるなど、簡略化した工法でつくられ
ている。建築史的価値を見いだすのはむずかし
いが、海鼠壁風の処理や、その腰壁のタイルに
楓（貞明皇后の紋）をあしらうなど、岡山の療養
所らしさ（地域性）を表現しようとした点は注目さ
れる。
・前回調査での評価に特に付け加える点はな
い。



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

邑久高校新良田教室 【用途】高校
【建設年】昭和３０（１９５５）年
【構造形式・規模】
　特別教室：木造　地上１階
　講堂：木造　地上１階
　寄宿舎：木造　地上１階
【面積】
　講堂：建築面積・延床面積　１６５．２８平方メー
トル
【履歴】
・昭和３０（１９５５）年９月１６日「岡山県立邑久高
等学校定時制課程新良田教室」開校式挙行。昭
和６２（１９８７）年３月閉校。
・特別教室、講堂、寄宿舎が現存。その他の施設
は取り壊し、焼失により残っていない。

・新良田教室（木造平家、昭和３０（１９５５）年）
は、当時の一般的な木造建築のやりかたでつくら
れた建物で、現時点では建築史的価値は見いだ
しにくい。
・前回調査での評価に特に付け加える点はな
い。

監房 【用途】監禁室
【建設年】昭和５（１９３０）年１２月１５日
【構造形式】鉄筋コンクリート造
【規模】地上１階
【面積】建築面積・延床面積：２６坪
【使用状況】
（以下入所者への聞き取りによる）
・監禁室は昭和６（１９３１）年の開園から昭和２８
（１９５３）年まで使用。
・昭和３９（１９６４）年精神病棟建設の際に埋めら
れ、現在目に触れる部分は西側のコンクリート壁
のみである。このコンクリート壁は土留め代わりと
なっていたが、そのヒビ・たわみ（上からの土砂の
圧力によると思われる）がひどくなったため、調査
時は補強工事中であった。
【構成材料】
・外壁：モルタル塗

・監房跡は、土に埋まっており、また塀の部分も
改修が施されているとはいえ、当初とは姿がかな
り変わっていると思われるので、建築史的価値は
認めにくい。
・前回調査での評価に特に付け加える点はな
い。



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

収容桟橋 【用途】桟橋
【建設年】昭和５（１９３０）年１１月１５日
【増改築年】
　昭和１２（１９３７）年２月１５日　改築
　昭和１４（１９３９）年７月１５日　「模様替」
　昭和１４（１９３９）年９月１４日　新築　日出南岸
　昭和１４（１９３９）年９月１４日　新築　内白間
　　　　　　　　　　　　　　　　（財産台帳記載のまま）
【使用状況】
・昭和６（１９３１）年３月２７日、全生園からの開拓
患者が上陸した際は、手影島を望む礼拝堂前の
地点から上陸したが、その後、すべての患者はこ
の桟橋から出入りすることとなった。
・職員や面会人はすべて職員桟橋を利用。使用
する桟橋を分けていた。

・収容桟橋は、当初の姿が残っているならば保存
の意味はあると思われるが、現在はかなり崩れ
ており、もし当初の姿を確認できる資料がなけれ
ば、「復元」もむずかしい（想像で復元すると、そ
れは、むしろ「新築」に見えるようなものになって
しまうのが懸念される）。



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

少年少女舎 【用途】寮舎（住居）
【建設年】昭和１４（１９３９）年
【構造形式】木造
【規模】地上１階
【面積】建築面積・延床面積４５１．１平方メートル
【構成材料（現在）】
・屋根：瓦葺、一部トタン葺
・外壁：下見板張り

・少年少女舎（木造平家、昭和１４（１９３９）年）は
傷みが相当ににひどく、建築史的価値を問題に
できる状況にはない。

小中学校校舎
（光明学園）

【用途】学校（小中学校）
【建設年】昭和１４（１９３９）年３月２０日
【構造形式】木造
【規模】地上１階
【面積】建築面積・延床面積：２３１．９平方メート
ル
【履歴】
・（『風と海のなか　邑久光明園入園者８０年の歩
み』より　）
　昭和１４年５月　　　光明学園設置
　昭和２０年５月５日　藻掛国民学校第三分教所
設置となる
　昭和２２年　学校教育法施行により裳掛小・中
学校第三分校となる
　昭和３４年　小学校休校
　昭和３７年　中学校休校　　廃校へ
【構成材料（現在）】
・基礎：コンクリート打
・屋根：瓦葺、一部トタン葺
・外壁：下見板張り

・前回の調査の後に改修され、資料館としての新
しい役割を与えられている。材料がかなり新材に
取り替えられているので、建築史的価値はさほど
認められないが、史跡としての価値は認められ
る。

邑久光明園 2009/5/15



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

木工所 【用途】木工作業所
【建設年】昭和２７（１９５２）年８月１日
【構造形式】木造
【規模】地上１階
【面積】建築面積・延床面積：２７０．７５平方メート
ル
【履歴】
（以下財産台帳による）
・昭和２７年度財団法人邑久光明園慰安会より寄
付さる。
・昭和３０年度において１６坪を増築。
・昭和５２年、４３平方メートルを取り壊す。
【構成材料（現在）】
・基礎：コンクリート打
・外壁：下見板張り、押縁下見板張り
・屋根：瓦葺

・木工所（木造平家、昭和２７（１９５２）年）は、竣
工当時においてはごく一般的な木造建築だった
と思われるので、現時点では建築史的価値は見
いだしがたい。
・前回調査での評価に特に付け加える点はない
が、前回調査時より傷みがひどくなっているのが
懸念される。

監房（監禁室） 【用途】監禁室
【建設年】昭和１４（１９３９）年
【構造形式】木造
【規模】地上１階
【面積】建築面積・延床面積：１０．３６坪
　　　　（監視室　建築面積・延床面積：４．６８坪）
【履歴】
・院長に与えられた懲戒検束権により、園内の規則を
乱した患者を収容した。
・（『風と海のなか　邑久光明園入園者８０年の歩み』
より　）
「白根の丘の上の監房は、東向きに、木尾の入り江を
見下ろすように建てられ、約２間に５間のコンクリート
壁で固められていた。
　東側に二つの鉄の扉の入り口があり、そこを入ると
約三尺の廊下があった。房は四つに仕切られ、左か
ら一、二は四畳半くらいの広さがあり、便所が造られ
ていた。続く三、四は狭く独房であった。各房共正面
は木の格子がはめられ、入り口は背をかがめなけれ
ば通れない程であった。床は板張りで、明かりとりは
西側の壁の上方に小さく空いていた。勿論鉄格子が
はまっていた。
　東側の外壁に窓はなく、外気が通うとすればこの西
の明かり取り窓だけであった。廊下の天井に薄暗い
電灯がこことあちらと二つあるだけ、入り口の鉄の扉
を閉めれば各房では半暗室であった。」
【構成材料（現在）】
・屋根：瓦葺
・外壁：コンクリート壁

・監房（旧・監禁室、１９３９年竣工）は復元なの
で、建築史的価値は認めにくいが、往時の様子
をうかがわせる施設としての意義は認められると
考えられる。
・むしろ建物横の基礎の方が、当初のものを残す
点で、つまり当時の工法がうかがえる点で、技術
上の価値が認められる。



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

木工所 【用途】木工所
【建設年】明治４１（１９０８）年
【構造形式】木造
【規模】地上１階
【履歴】
・竣工当初は礼拝堂（講堂）として使用されてい
た。

・木工所（旧・礼拝堂、木造平屋、明治４１（１９０８）
年）は、同園の資料によれば、１９０８年竣工となって
いる。それが正しければ、全国立療養所のなかでお
そらく現存最古の建物ということになる（ただし、サッ
シュなど、後の改変も認められる）。当初は礼拝堂
だったらしいが、中は改装され、その面影はない。外
装も少なくとも一部は変更されているのが認められ
る。ただ小屋組は古そうで、しかもトラス組（洋風小屋
組）になっているのは注目される（おそらく中を無柱の
空間にするために採用された工法）。完全には当初
の姿をとどめていないものの、竣工年が記録通りであ
るならば、そこ価値を認めることができる。
・今回の調査で自治会長からヒアリングを行ったとこ
ろによると、「１９０８年に竣工されたと思われる木工
所は、火災により焼失しており、現存する木工所は場
所を移して建て替えられたものではないか。」とのこと
である。なお、園（事務局）の管理台帳等からは、焼
失・建替えを示す状況は認められなかったが、現建
物の残存状況から推察すると１９０８年以降に建替え
が行われたものと考えることの方が自然と思われる。
また、天井部の骨組を形成する梁の一部には相当古
い木材を組み合わせている状況が見られ、場合に
よっては焼失したと証言のあった木工所から使用でき
るものを使った可能性も考えられるが、それを裏付け
る証言は取れなかった。

霊交会キリスト教会 【用途】教会
【建設年】昭和９（１９３４）年
【設計者】W. M. ヴォーリズ
【増改築年】昭和２２（１９４７）年　玄関左隣に部
屋を造築
【構造形式】木造（園内配置図より）、鉄筋コンク
リート（財産台帳より）
【履歴】
・昭和９（１９３４）年竣工、昭和１３（１９３８）年寄
贈
（以下、聞き取りによる）
・竣工当時は礼拝堂（講堂）として使用されてい
た。
・アメリカのミッションより寄付が１１，０００円の寄
付の申し出が長島愛生園にあったが、他の宗教
の礼拝所がない中キリスト教会だけ建設するの
を困難として断った。その結果、その寄付を大島
青松園が受けることとなり、全額使用してキリスト
教会を造ったとのこと。
【構成材料（現在）】
　　外壁：モルタル、一部コンクリート
　　屋根：トタン葺

・霊交会キリスト教会（昭和９（１９３４）年）は、切妻屋
根を持つ平屋の建物で、その軸線上にではなく、右
側面に玄関がついているのが教会としてはやや異例
である。構造は、同園の資料に「木造」、「鉄筋コンク
リート造」と記すものが併存するので、どちらかはっき
りしない。しかし、内部のハンマー･ビームは木造（タ
イ・バーは鉄製）なので、少なくとも小屋組は木造と見
られる。
・この建物はアメリカのプロテスタントの団体から１万
１千円の寄付を受けてつくられたという。玄関部や鐘
楼まわりには、当時日本で流行したフランク・ロイド・
ライト風のデザインの香りが感じられる。窓はアルミ・
サッシュに変えられているが、当初は腰壁があってそ
の上にスチールの２段の辷り出し窓がついていたらし
い。また屋根は当初の葺材の上に現在のものを葺い
ているらしい。以上のように、いくつかの改変が認め
られるものの、玄関部や内部空間の主要部はかなり
当初の雰囲気をとどめていると見られ、またハン
マー・ビームを用いるなど、教会建築のやり方に従お
うという意識も感じられることから、この建物に建築史
的価値を認めることができる。
・今回の調査で、この建物が、宣教師であり建築家で
もあったウィリアム・メレル・ヴォーリズ（1880～1964）
の設計であることが判明した。大阪芸術大学所蔵の
ヴォーリズ図面資料に同教会のものがある。竣工時
には東側の出っ張りはなかったらしいことも確認でき
た。ヴォーリズは、宣教師として来日し、近江八幡を
ベースに活動したこともあって、ミッション系の建物を
数多く設計した建築家として知られる。彼の作品のひ
とつとして注目される。

本協会には古い書物が
多数存在している。

大島青松園 2010/4/19



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

集水路・貯水池・浄水場【用途】集水路・貯水池・浄水場
【建設年】
・　集水路・貯水池：昭和１４（１９３９）年３月（「閉
ざされた島の昭和史」より）うち、貯水池架橋は昭
和２９（１９５４）年設置
・　浄水場：昭和１５（１９４０）年７月３１日（管理台
帳より）
【構造形式】
・集水路：コンクリート造
・貯水池：貯水池架橋＜鉄骨造＞
・浄水場：ろ過池・受水井＜鉄筋コンクリート造＞
【規模】地上１階
【履歴】
・浄水場は１５年に設置された後、昭和１６（１９４
１）年７月１日に国立移管に伴い連合県より寄付
された。
・（「閉ざされた島の昭和史」大島青松園入所者
自治会　より）
「（略）～そこで天水利用の水道が計画された。大
島の南の山５万坪をとり囲み、山の中腹に３５３０
米のコンクリートの集水路を造り、谷間に１４，８０
０立方米の貯水池を造って雨水を溜めた。山に
降った雨が集水路を流れ、貯水池に溜める方法
で、当時としては大工事であった。昭和３年に着
工し、昭和１４年３月に完成した。当時の香川県
の降雨量は年間１０００ミリで、貯水池が満水す
れば２ヶ月間は使用できる計算であったが、満水
したのは３０年間に２回だけであった。」

・集水路（コンクリート造？）・溜池・浄水場（鉄筋
コンクリート造）は、建設年がはっきりしないが、
浄水場が同園の資料から昭和１５（１９４０）年竣
工と見られるので、その上の施設の竣工年はそ
れより古い可能性が高い（国への移管前につくら
れた可能性が考えられる）。等高線に沿って集水
路を設置し、それを溜池に導くというやり方や、溜
池の円筒形の放水装置（そこへの鉄骨橋は昭和
２９（１９５４）年竣工）、その下の浄水施設を含
め、水を得るのに苦労したこの園の歴史をうかが
わせものとして貴重な施設と考えられるが、前回
調査時に見ることができた集水路は植物に覆わ
れてまったく近づくことができない状態になってお
り、相当に痛んでいることが想像されるものの、
確認はできなかった。取水のための一体的なシ
ステムとしてならば、建築史的価値が認められ
る。それがすでに損なわれているとすれば、現時
点では、建築史的価値を認められるのは、浄水
施設（貯水場と関連建物）だけということになる。
ちなみに、　貯水池は、高松市の所有。浄水場に
は、３層（おそらく沈砂地、沈殿地、濾過池と思わ
れる）ものが現存。これらは、昭和５（１９５８）年頃
（聞き取り）に海底送水管が通水して以来使用さ
れていない。



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

隔離壁 【用途】塀
【建設年】昭和４（１９２９）年
【増改築年】昭和２７（１９５２）年１１月１日一部取
り壊し
【構造形式】鉄筋コンクリート　ブロック造
【履歴】
・ 入所者の脱走防止のために、昭和４年、園の
北東側と西側に設置された。現存する壁はそれ
ぞれ約７００メートル、３００メートル。
・ 昭和１６（１９４１）年、国に移管される際に、九
州７県より寄付を受けた。
・ 園の資料によると、南側には板塀、東側には掘
りが設置されていたとのこと。また、園内でも患者
居住地区と職員官舎地区は高い板塀で仕切られ
ていたとのことである。
・ 隔離壁には入所者が開けた小さな穴がところ
どころに開いている。

・隔離壁（鉄筋コンクリート）は、｢隔離｣を象徴す
るもので、同様のものはほかの療養所には見ら
れない。一部コンクリートがはがれている箇所が
あり、そこに露出する鉄筋が疎らでしかも細いこ
とから、かなり安普請だったことがうかがわれる。
この壁の場合は、それを含め、療養所のあり方を
象徴するものとしての意味のほうを見るべきで、
史跡として保存する意味はあると思われる。

監禁室 【用途】監禁室
【建設年】大正６（１９１７）年
【構造形式】木造
【規模】地上１階
【面積】建築面積・延床面積：４８．７６平方メート
ル
【履歴】
・大正（１９１７）６年４月竣工、昭和１６年に国に移
管される際に、九州７県より寄付を受けた。
・設置当時は監禁室の周囲をレンガの壁が巡ら
されていたが、昭和３０年に撤去されている。
・戦後は病棟として使用された。
【構成材料（現在）】
・外壁：下見板張り、漆喰
・基礎：レンガ
・屋根：瓦葺、一部トタン葺

・監禁室（木造平家）は、まわりの状態を含め、当
初の姿をどの程度とどめているのかがわからな
いので、現時点では建築史的価値を判断できな
い。
・前回調査での評価に特に付け加える点はな
い。

2009/7/10菊池恵楓園



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

旧事務本館 【用途】事務所
【建設年】昭和２６（１９５１）年
【構造形式】鉄筋コンクリート
【規模】地上２階
【履歴】
・（「菊池恵楓園５０年史」より）
　昭和２６年　３月２６日
　第５期拡張工事（事務本館、病棟事務支所、独
身舎、夫婦舎など新築１０７棟５，０３７坪余）竣
工。

・旧事務本館（設計：厚生省、施工：竹中工務店、
鉄筋コンクリート造２階建て、昭和２６（１９５１）
年）は、１９５０年頃の熊本につくられた建物の中
ではもっとも本格的なもののひとつだったはずで
ある。当時は敗戦直後で、しかも鉄筋コンクリート
造の建物は、民需では昭和１３（１９３８）年頃から
つくれなくなっていた。この旧本館は約１０年のブ
ランクの後で鉄筋コンクリート造が再びつくられ
はじめた頃のもので、熊本における戦後最初期
の鉄筋コンクリート造建物としての建築史的意義
が認められる。また、階高が高いことから、当時
としては工費をかなりかけた建物と見られる。 ・
デザインも当時の最新のシンプルなもので、長手
方向立面に枠のように張り出しを付けて、立面を
引き締まった表現にしている点が注目される。塔
（竹中工務店の寄付によるという）と建物本体の
間に庇を架けているが、それを軽快に見せるた
め、逆張りにしている点にも設計者の配慮が感じ
られる。この建物は、熊本の戦後の建築史を語
る上で貴重な例といえる。スチール・サッシュも当
初のものが残っている。保存する価値は十分に
ある。



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

旧火葬場 【用途】火葬場
【建設年】昭和１０（１９３５）年頃（？）
【規模】地下１階
【構成材料】
・建物は現存せず。
・釜と煙突部分のみ残っている。釜・煙突はレン
ガ（フランス積
　み）、一部コンクリートによる。
・レンガに刻印あり。

・火葬場跡（昭和１０（１９３５）年頃、レンガ造、上
屋は撤去）は、レンガ造の釜と煙突の跡が残って
いる。当初の姿はあまり残っておらず、建築史的
価値を認めるのはむずかしいが、園の歴史を伝
える史跡としての価値をみることはできよう。
・園においては、看板を立てパンフレットに掲載す
るなど、過去の面影を残す建物として残されてい
る。　 ・前回調査での評価に特に付け加える点
はない。

【用途】納骨堂
【建設年】昭和１３（１９３８）年１２月２８日竣工
【構造形式】石造洞穴　コンクリート
【面積】建築面積・延床面積：３３平方メートル
【構成材料（財産台帳より）】
　　基礎：布石
　　外壁：石積
　　屋根：コンクリート
【履歴】
・（「創立４０周年記念誌」国立療養所星塚敬愛園　より）
　昭和１４（１９３９）年３月１３日　西本願寺鹿児島別院の好
意により建設した敬愛納骨堂落成、納骨式挙行
＜以下、H22.5.24調査により確認した事項＞
・敷地内の東北隅、松山の斜面（西向き）をくり抜いて築造。
・初代園長　林　文雄氏の立案で建設資金は西本願寺鹿児
島別院から御浄財２，５８７円余を基金に全入園の労力奉
仕で昭和１４年３月１３日に完成した。
・昭和１９年、太平洋戦争の戦況が緊迫し、重病者・不自由
者を避難させるための大防空壕（延長１，４００ｍ）をこの納
骨堂付近に造築した。戦後２０年の間に上部の山が陥没し
納骨堂内も湿気が充満し使用不能となったので、昭和４９年
９月に新納骨堂を宗教会館前に建設し、旧納骨堂から遷
骨。
・園においては、看板を立てパンフレットに掲載するなど、過
去の面影を残す建物として残されている。
現在は、入り口部分をベニヤ板でふさいでいる状況であっ
たが、それ以外は前回調査時との変化は見られなかった。
・入所者の上野さん(87歳S16.7.22入所)から以下のコメント
をいただいた。
・西本願寺鹿児島別院を中心とした県下の同派各寺院、近
隣の女学校からの寄付金と入園患者の労力奉仕によって
建設された。
・入口は、観音開きにかんぬきで奥行きは３間ほど、両側に
棚があった。
・納骨堂が設置されている山側に糞尿処理場が出来たた
め、移設を行うこととなった。

・旧納骨堂（石の洞窟、昭和１３（１９３８）年）は、
崖を掘り込んでつくるという特異な建物で、仕上
げは石張りだが、構造形式は外見からではよくわ
からない（庇およびそれを支える列柱は、同園所
蔵の建物台帳には「コンクリート」とあるが、おそ
らく鉄筋コンクリート造と見られる。）。両サイドの
壁を曲面にして処理するなど、デザインに配慮し
た形跡が伺える。敬愛園に伝えられている話で
は、林文雄・初代園長の意向で、鹿屋近くの吾平
にある吾平山陵に想を得てこのようなかたちでつ
くられたといわれる。しかし、両者の類似点は崖
を掘り込んでつくるという点だけであり、庇部分な
どはまったく異なる。むしろ、吾平山上陵を含め、
崖を掘り込んでつくるというこの地域に見られる
やり方を適用した点や、その前に石張りと庇・列
柱でつくられた礼拝空間のデザインがユニークな
点を評価すべきであろう。このような形式の納骨
堂は他に類例がないと思われるが、地域の歴史
を背景に、敷地の特性を組み込んでユニークな
デザインが施されている点、そして当初の姿をか
なりよくとどめていると見られる点で、保存する価
値が認められる。

旧納骨堂星塚敬愛園 2010/5/24



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

敬愛橋 【用途】陸橋
【建設年】昭和１８（１９４３）年
【規模】地上１階
【履歴】
・（「創立４０周年記念誌」より）
　：昭和１８（１９４３）年２月１１日　敬愛橋完成渡
始式」
・（以下、園職員からの聞き取りによる）
谷を行き来するのに不便だったため、患者作業
により盛り土をしてつくられた。当初より川に架け
る橋ではなかった。
・平成１２（２０００）年に当初の敬愛橋を覆うかた
ちでコンクリート、コンクリートタイルを張って造り
直した。

・敬愛橋（昭和１８（１９４３）年）は、当初のもの
（土盛りでつくられたらしい）に石張りが付加され
ているとのことで、現状では当初の状態がどれほ
ど残っているのか判断できず、建築史的評価の
ための手がかりが得られない。
・石張りが付加されており、当時の状況は確認出
来ない。

仏教会館 ・今回追加調査。 昭和３２（１９５７）年設立。施設を見学したが事前
の資料収集等ができなかったため、今回の建物
確認だけでは、歴史的建造物としての価値まで
は判断できなかった。

水道施設 ・今回追加調査。 今回は井戸水から貯水棟へポンプにより水を汲
み上げ、自然流下により園内に水を供給するシ
ステムを確認した。しかしながら、その後の話に
よるとこれとは別系統で取水溝から貯水池へ水
を貯めるシステムがあったとのことであったが、
事前の資料収集等ができなかったため、今回は
確認できななかった。



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

カトリック教会 ・今回追加調査。 昭和４９（１９７４）年設立。施設を見たが事前の
資料収集等ができなかったため、今回の建物確
認だけでは、歴史的建造物としての価値までは
判断できなかった。



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

旧納骨堂 【用途】納骨堂
【建設年】昭和３８（１９６３）年
【構造形式】鉄筋コンクリート造
【規模】地上１階
【履歴】
・ 大西基四夫園長（当時）の依頼を受け、名瀬市
出身の彫刻家、基俊太郎が設計。
・ 寄付により建てられたため、管理台帳等の記
録はない。
・ 昭和６０（１９８５）年まで使用していた。

・旧納骨堂（鉄筋コンクリート造平屋建て、昭和３８（１
９６３）年）は、当時の大西基四夫園長の依頼を受け
て、名瀬出身の彫刻家・基俊太郎が設計した。基は
彫刻家だが、碌山美術館第一・第二展示棟（１９８２，
１９９６）を設計している。それらは力強い造形のもの
で、形に関する彼の非凡なセンスを感じさせる。建設
費は寄付でまかなった。大西園長の考えで、小川の
向こうの小さな平地に建てられたという。　　 ・建物全
体を中心軸上の梁で支えるキャンティーレバー構造
で、そのうえに隅を丸めた白いキュービックな建物が
載っている。平面は2.8m四方の正方形である。屋根
は緩勾配の片流れで、後方に樋を突き出して雨水を
排出するようになってるた。樋下にはスリット状の明
かりとりが縦に入っている。屋根中央にはドーム状の
トップライトがあり、スリットからの光とあいまって、内
部に荘厳な雰囲気をつくり出していたと見られる。基
夫人からの聞き取りによれば、俊太郎が建物を浮か
せたのは湿気を避けるためであり、人口扉は（現状は
アルミ・サッシュ）当初は木製フラッシュの両開き戸
で、やや彩度を落とした緑色でペイントされていたと
いう。また、ヒューマンスケールを制作のモットーにし
ていたので、小振りなものにしたという。今回内部に
は立ち入れなかったが、内部は一体空間で、両側の
壁に木製棚を設け、骨壺を安置していたらしい。この
建物は、敷地の状況をふまえながら、小規模ながら
荘厳な雰囲気をつくりだしている建物で、デザイン的
価値が評価できる。ハンセン病療養所全体を見渡し
て、最もデザインレベルの高い建物といえる。また、
奄美出身の著名な芸術家が地元に残した作品である
という点でも、扉などを復元したうえでの保存を考慮
すべき建物といえる。
・建物前のキャノピーのための鉄骨架構が倒れてい
るなど、以前の調査時よりも、傷みが進んでいるのが

残骨集積場 【用途】残骨集積場
【構造形式】コンクリート造（？）
【履歴】
旧火葬場を使用していた頃に骨壺に収めきれな
かった遺骨を処理したもの。

残骨集積場（昭和３８（１９６３）年頃、コンクリート
造（？））は「建物」とはいいがたく、むしろ慰霊碑
建立などによって供養することを考えるべきもの
で、建築史的価値は見いだしにくい。

奄美和光園 2010/5/25



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

解剖室・霊安室 【用途】解剖室・霊安室
【建設年】昭和４６（１９７１）年３月
【構造形式】木造
【規模】地上１階
【面積】建築面積・延床面積：４６．３６平方メート
ル
【履歴】
・ 平成３（１９９１）年まで使用。解剖室では、お通
夜等も行っていた。
【構成材料】
・ 管理台帳より　屋根：トタン葺
　　　現在　　　　　外壁：ベニヤ板張り
　　　　　　　　　　　屋根：トタン葺

・旧解剖室・霊安室（木造平屋、昭和４６（１９７１）
年）は、外壁のベニヤのデザイン的処理に工夫
が見られるが（ローコストという制約の中で多少と
も見栄えをよくしようという意識がうかがえるとい
うこと）、建設年代も新しく、現時点で建築史的な
価値を見いだすのはむずかしい。前回の調査時
よりさらに傷みが進み、屋根は壊れかかってい
る。



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

発祥の地 【履歴】
・昭和１０（１９３５）年　ハンセン病患者の屋部部
落移住計画への反対運動として起こった「屋部焼
き打ち事件」（青木恵哉の福音伝道拠点焼き打
ち）の後、羽地内海の無人島ジャルマ島に避難し
た後、昭和１１（１９３６）年１２月、青木恵哉一行
が屋我地島大堂原に上陸。
・発祥の地は、上陸当時の青木恵哉をはじめとし
たハンセン病患者が移住した場所であり、愛楽
園発祥の地である。（その後、昭和１２（１９３７）
年１月、沖縄ＭＬＴ相談所が開設し、青木恵哉ほ
かの患者が入所。）

・愛楽園発祥の地、退避壕（海岸縁のものも含
む）とも、建築というよりも、洞窟のようなもので、
建築史的価値は認めにくい。むしろ、沖縄の療養
所の苦難の歴史を伝える史跡のようなものと考
えられる（その点に注目して保存する意義はあり
得る）。

防空壕 【略歴】
・昭和１９（１９４４）年、入所者の作業により、丘陵
地帯に横穴壕を設置。
・昭和２０（１９４５）年４月２３日の米軍上陸まで続
いた空襲の際に、入所者の命を守ったが、困難
を極めた壕生活により、多くの死亡者が出た。

沖縄特有の柔らかい岩盤をくりぬいてつくられた
防空壕。建築史的価値は認めにくいが、史跡とし
ての評価はできる。将来公開を考える際には、落
盤の可能性への配慮など、安全確認が必要と見
られる。

貯水槽 【用途】貯水槽
【建設年】昭和１３（１９３８）年頃（開設当初のも
の）
【構造形式】鉄筋コンクリート造
【規模】直径３．２７m×高さ３．８５m　貯水量２０t
【履歴】
・平成６（１９９４）年まで引用および雑用水として
使用していた。
・貯水槽表面に弾痕が数多く残されている。

貯水槽（鉄筋コンクリート造、昭和１３（１９３８）年
頃）と官舎塀（鉄筋コンクリート造、昭和１３（１９３
８）年頃）は、いずれも建設年がはっきりしない
が、空襲を受けているので、昭和１３（１９３８）年
の開園から４４年の空襲までの間に建てられたこ
とになるが、戦時の状況を考えれば、また水が必
須であることを考え合わせれば、開園頃につくら
れたと見るのが自然であろう。建築史的価値を認
めるのは難しいが、待避壕などと同様、沖縄の療
養所の苦難の歴史を伝える史跡と見るべきであ
ろう（その点に注目して保存する意義はあり得る
だろう）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な
お、沖縄MTL相談所の塀らしきものが発祥の地
のそばに一部残っている。その断面を見ると、粗
悪な材料でコンクリートが打たれていることが

沖縄愛楽園 2010/7/2



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

官舎地帯の塀 【用途】塀
【建設年】昭和１３（１９３８）年頃（開設当初のも
の）
【構造形式】鉄筋コンクリート造
【規模】横幅１３m×高さ１．９m×厚さ０．１５m

見てとれ、当時の厳しい状況がうかがわれる。こ
れについても建築史的価値は認めにくいが、園
の歴史を伝える史跡としては注目される。

面会所 【用途】面会所
【建設年】昭和３６（１９６１）年
【構造形式】鉄筋コンクリートブロック造
【規模】地上１階
【面積】建築面積：２３平方メートル
【履歴】
・本建物は３代目の面会所である。
・面会所自体は昭和１３（１９３８）年愛楽園開設
当時より設けられていた。戦前の面会所は木造
だったとの証言がある。

・面会所は、最初昭和１３（１９３８）年に建てら
れ、それは木造だったらしいが現存せず、現在の
ものは昭和３６（１９６１）年竣工の３代目の建物だ
という。建設年代が新しいことと、デザイン・技術
的に注目すべき点は見受けられないので、建築
史的価値は認めにくい。
しかし、かつてこの建物のそばで、入所していた
親とその子供が別々の木の下にいて会話をして
いた（接触を禁じられていたため）という事実に
は、ハンセン病療養所のかつての運営の仕方を
象徴する力があると認められ、それを何らかの形
で伝えることを重要と考えられる。



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

ヌスドガマ 【用途】避難所
【履歴】
（以下、入所者からの聞き取りによる）
・ ２回の大空襲により南静園が灰燼に帰し、入所
者は海岸沿いの自然壕ヌスドガマに避難、約２０
人の入所者が、５ヶ月間生活した。
・ 薪は園より、水はヌスドガマ入口の崖下からバ
ケツで運び、米軍に見つからないよう煮炊きは夜
間に行った。
・ ヌスドガマ（＝盗人の洞窟）は、かつて盗人が
盗んだ山羊をかくしておいたところ。
・ ヌスドガマは、現在の入り口（海岸）から反対側
の海岸まで繋がっていた。（現在は崩落により、
反対側の海岸へ出ることはできない。）

・自然の地形を利用した施設で、建築史的価値
は認められない。しかし、かつての園の戦時の苦
難を偲ばせる史跡としての意味はあると考えられ
る。
・崖地にあり、道路も無いため、陸側から現場に
入ることは困難。かつては反対側にもうひとつ出
入り口があったという（落盤のため、そこへの通
路はふさがれている）。干潮時には、砂浜沿いに
歩いて現場に行くことができるが、それ以外の時
には小舟でしか行くことができない。
・天井には複数の亀裂（水がそこから滲み出して
いる）が認められ、崩落の可能性がある。
・自治会から、連絡道路の敷設等の要望が出さ
れているが、当該施設が民有地にあることや、そ
のコスト等を考慮すると難しい。しかしながら、崩
落の危険性に対処した上で、干潮時のみ見学で
きるという条件ならば、見学可能なものにできる
と考えられる。

官舎塀の弾丸跡 【用途】塀
【構造形式】鉄筋（？）コンクリート造
【履歴】
・宮古島初空襲の昭和１９（１９４４）年１０月１０日
以前の設置と考えられる。

・官舎の塀には空襲の跡が残っている。塀自体
には建築史的価値は認めにくいが、沖縄の療養
所が被った戦災を伝える史跡としての意義は認
められ得る。

島尻揚水施設 【用途】島尻揚水施設
【建設年】昭和２４（１９４９）年
【構造形式】鉄筋コンクリート造
【規模】地上１階
【履歴】
・昭和４０（１９６５）年７月に平良市より水が供給
されるまで、湧水、流水の組み上げに本施設を
使用していた。
・土地は市所有。
【構成材料】
・外壁：コンクリート
・屋根：コンクリート

・コンクリート造の建造物だが、史料がないので
現状がいつの時代のものなのか判定できず、建
築史的価値は認めにくい。

旧水飲み場 【用途】水飲み場
【構造形式】コンクリート造
【使用状況】
・水飲み場、洗濯場として使用。
・「開園５０周年記念誌」に、本施設について「戦
前よりの職員水源地」との記述がある。

・コンクリート造の建造物だが、史料がないので
現状がいつの時代のものなのか判定できず、建
築史的価値は認めにくい。

旧水浴び場 【用途】旧水浴び場
【構造形式】コンクリート造
【使用状況】
・水のみ場、洗濯場、水浴び場として使用。
・湧水を利用。

・建築ではなく、自然の地形を利用した施設で、
建築史的価値は認められない。しかし、かつての
園の戦時の苦難を偲ばせる史跡としての意味は
あると考えられる。

宮古南静園 2010/12/9



歴史的建造物調査結果（一覧）
調査日 対象施設 概　　　要 備考評　　　価

監視所 ・今回追加調査。 ・園南側高台に建造された監視所は収容所の実
態を示す象徴的建物と見られるが、昭和１７（１９
４２）年に出火によって全焼したという。礎石の一
部がいまも残っているが、当初の位置はわから
ないままで、設計図、写真等もないので、どのよ
うな建物であったのか、推測できず、建築物とし
ての価値は認めがたい。



時期 備考

平成24年9月18日 第１回
・　これまでの経緯
・　今後の進め方　　　　　等

平成24年10月～
　平成25年1月（予定）

第２回～
　　　第４回

・　訪問調査の概要
・　各自治会等からのヒアリング
　　　（１回当たり４～５園　　全１３園）

　平成25年２月～
　　　　　　（予定）

第５回～
　　　第６回

・　基本的な考え方の検討

　

内容

歴史的建造物の保存等検討会の今後の進め方（案）

普及啓発に資するため、歴史的建造物の保存等

をどのように考えているか

（将来構想との関係含む） 等

資料５


